
 

 

指定管理者の管理運営に対する評価シート  

 

所管課 子ども 家庭局子育て支援部子育て支援課 

評価対象期間 令和４ 年４ 月１ 日～令和５ 年３ 月３ １ 日 

１  指定概要 
 

施設概要 

名  称 北九州市立小倉母子寮 
施設類型 

目的・ 機

能 

I  ― ⑦ 

所 在 地 － 

設置目的 

配偶者のない女子又はこ れに準ずる事情にある女子及びその者の

監護すべき児童を入所さ せて、 これら の者を保護すると と も に、

こ れらの者の自立の促進のためにその生活を支援し 、 あわせて退

所し た者について相談その他の援助を行う （ 児童福祉法第３ ８

条）。  

利用料金制 

非利用料金制 ・  一部利用料金制 ・  完全利用料金制 

インセンティ ブ制 有・ 無 ペナルティ 制  有・ 無 

指定管理者 

名  称 社会福祉法人 孝徳会 

所 在 地 北九州市若松区安屋３ ３ １ ０ 番地３  

指定管理業務の内容 

１  入所者の自立支援に関する業務（ 生活指導、 就労指導、  

相談援助、 健全育成）  

２  施設の管理に関する業務（ 庶務事務、 維持管理業務）  

３  その他の業務（ 事業計画等）  

 

 

 

 

 

 

指定期間 令和２ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日 

所見評価 

様式２  



２  評価結果 
 

評価項目及び評価のポイント  

１  施設の設置目的の達成（ 有効性の向上） に関する取組み 

 （ １ ） 施設の設置目的の達成 

  ① 計画に則っ て施設の管理運営（ 指定管理業務） が適切に行われたか。 また、 施設

を最大限活用し て、 施設の設置目的に沿った成果を得られているか（ 目標を達成で

きたか）。  

  ② 利用促進を目的と し ている施設の場合、 施設の利用者の増加や利便性を高めるた

めの取り 組みがなさ れ、 その効果があったか。  

  ③ 複数の施設を一括し て管理する場合、 施設間の有機的な連携が図ら れ、 その効果

が得ら れているか。  

  ④ 施設の設置目的に応じ た効果的な営業・ 広報活動がなさ れ、その効果があったか。 

 ［ 所 見］  

① 適切な管理運営・ 設置目的の成果 

（ １ ） 母親の社会的自立促進 

 ・ 入所世帯の抱える様々な課題の解決を図り 、 地域への自立を促進するため、 入所

承諾し た福祉事務所、 子ども 総合センタ ー、 北九州市若者サポート ステーショ ン、

就労支援機関など関係機関と の情報共有、 連携の強化に努めた。  

（ ２ ） 児童の健全育成 

・ 母親が聴覚障害や外国籍によるこ と で言語面などにハンディ を抱える児童につい

て、 言語能力やコミ ュニケーショ ン能力などが向上するよう 、 医療機関、 教育・ 福

祉施設と 協力し て発達を促し た。  

・ 教員ＯＢ の少年指導員を中心に、小・ 中学生の宿題等の進捗状況の確認や、学習支 

  援を実施し た。（ 平日の放課後）  

（ ３ ） 心身の健康保持 

 ・ 嘱託医による健康診断・ 相談を年 2 回実施し た。 また、 施設の衛生のため害虫駆

除を行った。  

 ・ 新型コロナウイルス感染症の罹患及び感染を防ぐため、 施設内の消毒やマスク 着 

  用の徹底、 三密回避に細心の注意を払い、 子どもの遊びや行事を行っ た。  

（ ４ ） 退所者への支援 

 ・ 母子寮退所後も 困った時は相談するよう 退寮者に案内し 、 相談できる体制を整え 

  た。  

（ 単位： 世帯）  

 R3 年度 R4 年度 

月初在籍世帯数（ 月平均）  11. 7 14. 6 

広域から の入所( 月初)  4. 8 6 

年間緊急一時保護受入 6 11 

行事等実施回数 17 回 20 回 

※   ・ ・ ・ 評価対象年度 

 



 

② 施設の利用者の増加や利便性を高めるための取り 組み 

・ 利用促進を目的と し ているものでないため該当なし 。  

③ 複数の施設の管理 

・ 該当なし 。  

④ 効果的な営業・ 広報活動 

・ 夫等からのＤ Ｖ による緊急一時保護を実施するなど、 秘匿性が高い施設の性質上、

施設の利用促進を目的と し た営業・ 広報活動は行えないが、施設の案内パンフ レッ

ト を、入所相談に対応する区の福祉事務所に配布するなど、入所が必要な相談者に

対し て、 適切に情報提供できるよう 努めた。  

 （ ２ ） 利用者の満足度 

  ① 利用者アンケート 等の結果、 施設利用者の満足が得られていると 言えるか。  

  ② 利用者の意見を把握し 、 それらを反映さ せる取組みがなさ れたか。  

  ③ 利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。  

  ④ 利用者への情報提供が十分になさ れたか。  

  ⑤ その他サービスの質を維持・ 向上するための具体的な取組みがなさ れ、 その効果

があっ たか。  

 ［ 所 見］  

① 利用者の満足度 

・ 各行事でのアンケート の実施、入所者（ 母親と 子ども ） の個別面接や意見箱の設置、 

 定期的な母の会の開催などにおいて意見・ 要望等を聞く 仕組みを作っている。  

 

〈 入所者アンケート （ 思う ・ どちらかと いう と 思う の割合の平均）〉  

 R3 年度 R4 年度 

安心し て過ごせる場と なっ ているか 100% 100% 

職員は必要な支援をし ているか 100% 100% 

職員は要望や意見を聞く 姿勢があるか 100% 100% 

 

<各行事でのアンケート 実施結果（ 平均） > 

満足度 R3 年度 R4 年度 

実績（ 良い）  94. 5% 98. 6% 

※   ・ ・ ・ 評価対象年度 

 

② 利用者意見への対応、 ③苦情への対応 

 ・ 施設の性質上、 他入所者と の関係・ 苦情が発生するが、 相談があれば秘密厳守で職

員が調整を行っ ている。  

④ 情報提供 

 ・ 入所者の目につきやすい玄関口や階段踊り 場に掲示板を設け、 行事の開催、 感染症 

  等への注意喚起等の母子寮からのお知らせや求職情報、 市営住宅募集等について、  



  適宜情報の提供を行っている。  

⑤ その他 

 ・ 行事のアンケート の中では、 行事の内容に関するも のだけでなく 、 母子寮に対する 

  意見や要望等を広く と るよう にし 、 入所者から 気軽に意見や要望を聞く よう に努め 

  ている。 また、 急に入所し た場合など、 母子寮での生活に不便のないよう 、 生活に 

  必要な物品（ 家電・ 調理器具等） の貸し 出し も 行っ ている。  
 

２  効率性の向上等に関する取組み 

 （ １ ） 経費の低減等 

  ① 施設の管理運営（ 指定管理業務） に関し 、 経費を効率的に低減するための十分な

取り 組みがなさ れ、 その効果があったか。  

  ② 清掃、 警備、 設備の保守点検などの業務について指定管理者から再委託が行われ

た場合、それら が適切な水準で行われ、経費が最小限と なるよう 工夫がなさ れたか。 

  ③  経費の効果的・ 効率的な執行がなさ れたか。  

 ［ 所 見］  

①  経費低減の取組み ③経費の効果的・ 効率的な執行 

入所者数の増加により 、措置費等を含めた施設全体の支出額は増加し ているが、居室

内装等の改修、剪定や除草など可能な限り 職員が行い、居室内外の美化に努めると と

も に経費削減に取り 組んでいる。  

  

② 清掃、 警備、 設備の保守点検 

  清掃、 警備、 設備の保守点検など、 再委託申請が提出さ れており 、 見積もり 合わせ 

  をする等、 経費節減に努めている。 また、 点検箇所や回数等についても適切に実施 

  さ れている。  

 

 <施設全体の支出額>     （ 単位： 千円）  

支出額 R3 年度 R4 年度 

予算 41, 052 50, 008 

決算 41, 140 48, 930 

（ 決算/予算）  100. 2% 97. 8% 

※    ・ ・ ・ 評価対象年度 
 

 （ ２ ） 収入の増加 

  ①  収入を増加するための具体的な取り 組みがなさ れ、 その効果があっ たか。  

 ［ 所 見］  

施設の性質上、 入所者及び入所期間は市が決定し 、 措置費については厚生労働省で定め

ら れているため評価の対象と し ない。  

３  公の施設に相応し い適正な管理運営に関する取組み 

 （ １ ） 施設の管理運営（ 指定管理業務） の実施状況 

  ① 施設の管理運営（ 指定管理業務） にあたる人員の配置が合理的であっ たか。  

  ② 職員の資質・ 能力向上を図る取り 組みがなさ れたか（ 管理コスト の水準、 研修内



容など）。  

  ③ 地域や関係団体等と の連携や協働が図られたか。  

 ［ 所 見］  

① 人員配置 

・ 職員配置は要求水準どおり 配置さ れている。  

 ・ 入所者の相談し やすい環境づく り のため、 職員の勤務体制を 7 時 30 分から 20 時 45 

  分までと すると と も に、 夕方以降の職員配置を厚めにし 、 入所者の帰寮後（ 17 時以 

  降） に相談に応じ ること ができるよう 、 職員配置を整えている。  

 ・ 非常勤で心理療法担当職員 1 名を配置し 、 心理療法カウンセリ ングを実施し た。  

② 職員の資質・ 能力向上にかかる取り 組み 

 ・ 入所者に対する職員の支援を強化するため、 ほぼ毎日職場のミ ーティ ング、 月 1 回

の職員会議を行っ た。 母子生活支援施設職員と し て必要な知識技術を習得する研修

等を受講し 、 施設内では感染症予防研修や職員人権研修等を実施し た。  

③  地域や関係団体の連携や協働 

 ・ 地域の文化祭、 体育祭、 町内一斉清掃などの地域の行事に、 入所者及び職員が参加

し 、 地域と の交流を積極的に行っている。（ 令和 4 年度は地域の清掃活動に入居者及

び職員が 6 回参加）  

・ 地域の方には、 母子寮の行事に参加し ても らう など、 母子寮に対する理解を深めて

も らう こと に努めている。  

・ 将来の福祉人材育成指導への協力及び職員の指導力、 マネジメ ント 能力の向上を図

る目的で、 大学等からの実習生の受入れを積極的に行っ ている。（ 令和 4 年度は 1 大

学から 1 名受入れ、 施設見学で教授を含む 4 名を受入れ）  
  

 （ ２ ） 平等利用、 安全対策、 危機管理体制など 

  ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が適切に実施さ れているか。  

  ② 利用者を限定し ない施設の場合、 利用者が平等に利用できるよう 配慮さ れていた

か。  

  ③ 利用者が限定さ れる施設の場合、 利用者の選定が公平で適切に行われていたか。  

  ④ 施設の管理運営（ 指定管理業務） に係る収支の内容に不適切な点はないか。  

  ⑤ 日常の事故防止などの安全対策が適切に実施さ れていたか。  

  ⑥ 防犯、 防災対策などの危機管理体制が適切であったか。  

  ⑦ 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。  

 ［ 所 見］  

① 個人情報の保護 

・「 個人情報管理規定」 を整備し 、 適正に管理を行っ ている。  

具体的には、入所者のケースフ ァ イル等の個人情報については、施錠可能なキャビネ

ッ ト に保管し 情報が外部に漏洩し ないよう にし 、職員に対し ては、職務上知り 得た個

人情報が漏洩するこ と のないよう 、就業規則において守秘義務を規定し 、個人情報の

保護に努めている。  

② 利用者の平等利用 ③利用者の公平選定 

・ 入所者の選定は、 行政が法に基づき適切に実施し ている。  



 

④  指定管理業務の収支状況 

・ 社会福祉施設に関する指導監査を受けており 、 収支内容に不適切な点は認めら れな

い。  

⑤ 安全対策  

・ 建築物、 設備点検については、 法令どおり 適正に実施さ れている。  

・ Ａ Ｅ Ｄ を設置し 、 職員全員が取り 扱えるよう に研修を行っている。  

・ 施設 2～4 階の窓の一部をロッ ク 、 乳幼児のみの保育室利用を禁止、 小中学生の 

外出簿の記入など、 入所児童に対する安全対策が講じ ら れている。  

⑥ 危機管理体制 ⑦非常時の対応 

・ 防火管理、 緊急避難を徹底するため、 夜間の防火訓練を定期的に実施し た。  

リ スク マネジメ ント マニュアルを整備し 、災害、虐待、 不審者対応等、マニュアルの

項目に沿っ た適切な対応がなさ れている。  

・ 母子寮にはＤ Ｖ が理由で入所し ている者が多く 、 元配偶者から 逃げるため入所し て

いる者も 多い。 そのため、 施設に来所する者に対し て非常に気をつけなければなら

ず、 防犯監視カメ ラ については複数台設置し て事務室で集中監視を行い、 玄関を通

る者がいればチャイムが鳴るよう にするなど、人の出入り には特に気をつけている。

また、 電話の取次ぎ等についても 気を配り 、 入所者に安心し て生活できるよう に配

慮し ている。  

・ 大規模災害に備え計画的に備蓄品を購入し ている。  

 

 

【 総合評価】  

［ 所 見］  

母子寮の入所者は様々な経済的、 精神的な課題を抱えており 、 それら の課題は複雑・ 多

様化し ているが、 研修の実施により 職員の資質向上に積極的に取り 組むと と も に、 入所者

の立場に立った指導・ 援助が個々の自立支援計画に基づき適切に行われている。  

心理療法カウンセリ ングを実施し 、 自立支援計画策定のシステム化など業務の改善や工

夫もさ れている。  

また、 相談体制の工夫や就職に役立つ講習会の実施、 季節毎の親子行事を定期的に開催

するこ と で入所者の満足度も 高い。 さ ら に、 退所後の母子への支援と し て、 母子寮側から

気になる退所家庭へ連絡し 、 退所後も し っ かり と アフ タ ーフ ォローできる体制を整えてい

る。  

個人情報の管理、 リ スク マネジメ ント についても マニュアル等を作成し 、 適切に対応し

ている。  

母子寮の主たる目的である入所者の自立に向け、 全般的に提案どおり に適切に管理運営

がなさ れていると 評価できる。  

 

 

 



[今後の対応] 

・  引き続き母子寮の入寮者が安心し て生活できるよう 適切な施設の維持・ 管理に取り 組

むよう 努めら れたい。 また、 入所世帯の抱える様々な課題の解決を図り 複雑多岐にわ

たる問題を包括的に支援し 、 必要な世帯に適切な支援が行われるよう 引き続き入寮者

及び入所児に寄り 添った対応を続けていただきたい。  

・  今後も 、 母子が自立し た生活を送るこ と ができるよう に支援し 、 自立し 退所し た後も

気軽に相談できる施設と し て退寮者から 相談があっ た際は、 相談を受ける体制を引き

続き整えてほし い。  

 


